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（別紙３） 

 

再エネ発電設備の系統アクセス検討申込みから連系開始までの流れ 

（特別高圧・高圧連系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

事業者さまの手続き 

両者に係わる手続き 

東北電力の手続き 

系統アクセス検討のお申込み 系統連系のお申込み 

受付(必要書類確認) 

接 続 検 討 

接続検討結果の回答 

事業性のご判断(意思表明書) 

意思確認結果の受領 

受付(必要書類確認) 

接続検討、工事設計、工事費負担金の算出 

「接続契約のご案内」の発行･送付(当社→事業者さま)

（接 続 契 約 の 締 結） 

工事費負担金のお支払い 受給契約の締結 

・ 

給電申合書または 

給電協定書の締結 系統連系工事の実施 

連 系 開 始 
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系統アクセス検討のお申込み 

受付(必要書類確認) 

接 続 検 討 

接続検討結果の回答 

事 業 性 の ご 判 断 

系統連系のお申込み 

受付(必要書類確認) 

接続検討、工事設計、工事費負担金の算出 

連系承諾書の発行・送付(当社→事業者さま) 

工事費負担金契約の締結 

工事費負担金のお支払い 受給契約の締結 

・ 

給電申合書または 

給電協定書の締結 系統連系工事の実施 

連 系 開 始 

※１：接続検討結果の回答を待たずに系統連系申込みをすることが可能です。 

※２：接続検討結果の回答を待って系統連系申込みをすることも可能です。 

※３：接続検討結果の回答にもとづき事業性をご判断いただき、事業の継続を希望される事業者さ

まから当社指定の様式「意思表明書」を当社にご提出いただきます。当社は、「意思表明書」

の受領をもって、系統連系のお申込み順位を確定します。 

※４：接続契約とは、連系承諾と工事費負担金契約の支払いを内容とする契約をいい、当社は、接

続契約締結の証として、連系承諾と工事費負担金の支払い等を記載した「接続契約のご案内」

を事業者さまへ発行・送付します。[平成２７年１月２６日（改正省令施行日）以降に受付す

る再エネ発電設備の系統連系のお申込みから適用を開始します。] 

    

■ 見直し後の流れ 
■ 見直し前の流れ 
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